
１．制度改正の概要                             

  平成２７年４月からの介護保険制度改正に伴い、要支援１，２の認定を受けた方（要支援認

定者）に対する訪問介護（ホームヘルプサービス）と通所介護（デイサービス）について、全

国一律の基準に基づく保険給付から市町村の事業である地域支援事業（総合事業）へ段階的に

移行することとなった。

  総合事業開始にあたっては、サービス基盤の整備や市民等への周知のため、平成２９年４月

までの経過措置が設けられている。

２．利用対象者の迅速な決定                               

   総合事業の利用対象者は、要支援認定者（要支援１，２）と基本チェックリスト該当者（※）

で迅速に決定される。

   ※国が定める２５項目のうち、一定数の項目に該当した者

   （例．バスや電車で１人で外出していますか 等）

３．総合事業における４つのサービス内容                  

 総合事業の訪問型サービス・通所型サービスはそれぞれに４つのサービスを予定。 

（１）専門職による従来どおりの保険給付相当のサービス（予防給付型） 

（２）生活援助や生活機能維持などのニーズに対応するため、介護保険事業者を含め、 

ＮＰＯ、企業など多様な主体による多様なサービス（生活支援型）

（３）元気高齢者をはじめ地域住民が担い手として参加する支え合い（地域における支え合 

いの体制づくり） 

（４）機能回復や生活行為の改善を図るため、リハ職等による短期集中的な予防サービス 

（短期集中予防型） 

４．今後の検討課題                             

○サービス内容の決定（対象者、単価設定、利用者負担、事業者の指定基準など）

  ○市民に対する周知（リーフレット配布、市政だより掲載、出前トーク・出前講演など）

  ○介護保険事業者等への研修（基準の遵守、マネジメント、報酬請求等の事務手続きなど）

  ○事業者の指定手続き（申請方法、指定有効期間、手数料など）

  ○区役所窓口の研修（地域包括支援センター、介護保険担当など）

５．今後のスケジュール                           

  ＜平成２７年度＞ 

   ・介護保険事業者、ＮＰＯ・企業等に対する説明、意見聴取 

・市民アンケートの実施 → サービス内容の決定

   ・条例改正（北九州市介護保険条例の一部改正など）

   ・実施要綱制定

 ＜平成２８年度＞ 

   ・介護保険事業者等への説明会、研修、指定手続き

   ・市民に対する説明（周知）

   ・総合事業の移行開始

    ※要支援認定の有効期間が切れた方から順次移行するため、開始後１年間で移行完了

（要支援認定の有効期間は最大１２ヶ月）

    ※円滑な移行のため、各サービスを段階的に実施することも検討

 ＜平成２９年度＞ 

   ・次期介護保険事業計画策定（総合事業の見直し）
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介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ 
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